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Ａ. 研究目的 

本研究は、令和 6年度からの第 8次医療計画

における新型コロナウイルス感染症を含む新

興感染症の感染拡大時における医療のあり方

について、医療計画の中間見直しに向けた論点

整理に資する研究を行う。新型コロナウイルス

感染症を含む新興感染症の感染拡大時におけ

る医療のあり方については、令和 2 年 12 月 15

日「医療計画の見直しに関する検討会」におい

て、医療計画への「新興感染症発生・まん延時

における医療」を医療計画の記載事項として位

置付けることが適当とされ、令和 3年の通常国

会で成立した改正医療法において新興感染症

発生・まん延時における医療提供体制の確保に

関する事項が医療計画の6つ目の事業に位置付

研究要旨 

本研究は、第 8 次医療計画における新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症の感染拡大時の

医療提供体制に関するあり方を検討し、医療計画の中間見直しに資する論点整理を目的とする。令

和 3 年の医療法改正により、医療計画に「新興感染症発生・まん延時における医療」が新たな事業と

して位置付けられたことを受け、都道府県および医療現場が実効的に活用可能な指針や評価指標の

見直しが求められている。 

本研究では、協定医療機関の役割、医療連携体制、訓練計画、病床・人員の確保、BCP、自宅療養

の基準等、多岐にわたるテーマを設定し、専門家との協議と現場の知見をもとに検討を行った。その

結果、①協定締結から訓練重視への転換、②病床確保における人的資源（特に看護師数）の明記、

③自宅療養の導入基準の明確化が重要な論点として抽出された。さらに、HER-SYS や G-MIS など

既存データの指標化の必要性や、災害対応と感染症対応の統合訓練の有効性も指摘された。 
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けられた。この事項における具体的な記載項目

や医療計画の推進体制等、政策上必要となる指

標、既存事業への感染症対策関連指標が策定さ

れたところであるが、その後都道府県や医療現

場が運用可能、かつ実効性のある指針および指

標例についての見直しに関する検討を行い、論

点を整理することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

令和 6年度研究においては、これまでの議論の

経緯および医療計画の指針ならびに指標例に

基づき、下記の論点について、研究協力者であ

る専門家と協議を行い、国、地域、医療現場の

知見から課題を抽出した。また、第８次医療計

画の中間見直しに向けた議論のテーマとして

下記を設定した。 

１．医療計画指針について 

（１） 医療提供体制および医療連携ならび

に協定医療機関について見直しは必要か。 

例１）新興感染症患者の入院・外来診療・検査

を受け入れる医療機関の要件について 

例２）都道府県による患者の療養先の振り分け

や入院調整、情報共有について 

例３）周産期、小児、精神疾患を有する患者、

透析患者への対応について 

（２）協定を締結する医療機関以外の役割につ

いてどう考えるか。 

２．評価指標例について 

（１） 最新の知見や都道府県の策定状況に

基づき、都道府県が設定可能な指標例はあるか。

あるいは既存の指標例の中で、見直した方が良

い指標例はあるか。 

（２） レセプトやHER-SYS等から算出できる

指標例はあるか。（感染症対策向上加算１～３） 

既存のデータソースを収集・指標策定ができる

項目があるか。 

（３） 他の関連研究から参考にできる指標

はあるか。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究では個人情報や動物愛護に関わる調査・実

験は行わない。研究の遂行に当たっては、各種法

令や「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」を含めた各種倫理指針等を遵守する。また、

厚生労働省医政局を始めとする関係各所の定め

た規定・指針等を遵守し、必要な申請を行う。ま

た、実施にあたっては、奈良県立医科大学医の倫

理審査委員会の許可を得た。 

 

Ｃ. 研究結果 

令和７年２月１７日（月）に班会議をハイブリッ

ド形式にて研究方法に基づいて実施した結果、下

記の課題と論点を得た。 

１．「協定締結」から「訓練」へのフェーズへ 

・現行の指針における「訓練」が災害に近い趣旨

となっている。 

・現在、国の方でも検討が進んでいるところであ

るが、災害と感染症の訓練は統合した方が良い。 

 さらには検疫や観光業（クルーズ船含む）等と

も合同で訓練を行う等、横ぐしを通した訓練計画

を求めてはどうか。 

・また、訓練においては、地域における病院の業

務プロセスに合わせる必要があることから、日常

からの OJTに組み込むことが必要ではないか。 

 

２．確保病床数について 

・病床の確保には休床が含まれているのが実状で

ある。看護師の確保人数も加え、併記する形とし

てはどうか。「何人の感染症患者」を「何人で」

診るのか。という視点は地方ほど重要である。 

・上記の指標を基に、有事においては全国や各都

道府県から看護師やコメディカルの応援体制や、

施設基準等の緩和についても必要ではないか。 

・確保病床数については ICUおよび ICUの勤務経

験を有する医師・看護師数が重要ではないか。 

 

３．BCPについて 

・感染症と一般診療のバランスをどう図るかとい

う観点から BCPは重要な事項である 

・BCPについては、ALL Hazard型を想定し、一元
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化し、訓練計画へ反映することを求めてはどうか。 

 

４．自宅療養について 

・新興感染症による感染拡大において、自宅療養

をどの時点で認めるか。自宅療養を可と切り替え

る基準を明記させてはどうか。 

・新興感染症の入院患者の在院日数を短縮すれば、

その分多くの新規入院患者を受け入れることが

できる。当時は退院させることができず病床がひ

っ迫した。 

・自宅療養を認める基準については、新興感染症

が新型インフルエンザに指定されるか、指定感染

症となるか等が挙げられるのではないか。 

・ただし、2025年初頭では既存感染症が第 8波に

相当するほどひっ迫したが、都道府県は何も動き

はなく、自宅療養は発動されなかった。 

 

５．その他 

・有事および有事を想定した訓練において、都道

府県による入院調整等について、発動する基準お

よび訓練計画について定める必要があるのでは

ないか。 

 

Ｄ. 考察   

本研究は、第 8次医療計画における新型コロナウ

イルス感染症を含む新興感染症の感染拡大時に

おける医療のあり方を対象に、医療計画指針の記

載項目および推進体制ならびに評価指標例につ

いて、都道府県や医療現場が運用可能、かつ実効

性のある医療計画となるために、その中間見直し

に向けた論点を整理することを目的とした。 

検討の結果、次の 3点が論点として重要である

ことが示唆された。 

第一に、第 8次医療計画における新型コロナウイ

ルス感染症を含む新興感染症の感染拡大時にお

ける医療のあり方は、協定締結から訓練へのフェ

ーズへ進んでいることを踏まえて見直しを行う

必要があることである。第 8次医療計画の策定時

において都道府県における医療機関との協定は

締結されたものの、その実行が問われる。そのた

めには平時から新興感染症の感染拡大を想定し

た訓練を実施することが必要であることから、自

然災害等を想定した訓練との統合や、都道府県内

の横ぐしの連携を強化するために観光局や検疫

等といった、新興感染症の感染拡大時に重要な役

割を果たす機能との合同訓練計画等が重要であ

ることが示唆された。 

第二に、新興感染症の感染拡大に備えた病床の確

保には休床が含まれているのが実状である点で

ある。休床はスペースとして確保はできても、新

興感染症の入院患者を受け入れるためには看護

師の確保が必要不可欠であることから、中間見直

しの指標に「看護師数」も加え、病床数と併記す

る形が望ましい。その趣旨を端的に表現すれば

「何人の感染症患者」を「何人で」診るのか。と

言える。こうした視点は地方ほど重要である。 

第三に、新興感染症による感染拡大時に自宅療養

をどの時点で認めるか、について計画上明記して

いるかどうかである。限られた医療資源でより多

くの新興感染症の患者を受け入れるためには、在

院日数を短くし回転率を高める必要がある。先般

の新型コロナウイルスの感染拡大字においても、

自宅療養を認めることで病床が回るようになっ

た経験がある。新興感染症の感染拡大時に自宅療

養を可と切り替える基準および施設基準等を緩

和できる計画について、都道府県が医療計画に記

載することが考えられる。 

また、新興感染症の感染拡大時において取り組ま

れた臨時医療施設の在り方については、新型イン

フルエンザ等対策特別措置法等との動向とも関

連することから、検討が必要な事項である。 

 

Ｅ. 結論 

医療計画の中間見直しに向けて、指針で定められ

ている協定から平時における訓練へフェーズが

移行していることや、HER-SYS や G-MIS 等の既存

のデータを活用した指標の設定等、さらなる課題

の考察に基づく論点整理が必要である。 

 

Ｆ. 健康危険情報 
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なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

 

 

２．学会発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


